
別 表 第 一 の _ の 表 中

「 使用済燃料再処理
等引当金 」 を

「 使用済燃料再処理
等引当金

に 、

使用済燃料再処理
等準備引当金 」

別 表 第 一 の a の 表 中

「 渇水準備引当金 」 を

「 渇水準備引当金

に原子力発電工事償
却準備引当金 」

改 め る 。

「 使用済燃料再処理
等費

使用済燃料再処理等発電費（再処理等費、再処理等
費引当及び再処理等引当金取崩し（貸方）に区分し
て整理する。使用済燃料再処理等既発電費に整理さ
れるものを除く。）及び使用済燃料再処理等既発電費
（再処理等費引当（附則第２条の規定による平成17
年度から平成31年度までの各事業年度に積み立てる
べき使用済燃料再処理等引当金の金額に係るものに
限る。）及び再処理等引当金取崩し（貸方）（使用済核
燃料再処理引当金に関する省令を廃止する省令（平
成17年経済産業省令第83号）附則第２条の規定によ
り各事業年度において取り崩すこととなる使用済核
燃料再処理引当金の金額に係るものに限る。）に区分
して整理する。）に区分して整理する。 」

を

「 使用済燃料再処理
等費

使用済燃料再処理等発電費（再処理等費、再処理等
費引当及び再処理等引当金取崩し（貸方）に区分し
て整理する。使用済燃料再処理等既発電費に整理さ
れるものを除く。）及び使用済燃料再処理等既発電費
（再処理等費引当（附則第２条の規定による平成17
年度から平成31年度までの各事業年度に積み立てる
べき使用済燃料再処理等引当金の金額に係るものに
限る。）及び再処理等引当金取崩し（貸方）（使用済
核燃料再処理引当金に関する省令を廃止する省令
（平成17年経済産業省令第83号）附則第２条の規定
により各事業年度において取り崩すこととなる使用
済核燃料再処理引当金の金額に係るものに限る。）に
区分して整理する。）に区分して整理する。

使用済燃料再処理
等準備費

使用済燃料再処理等発電準備費（再処理等準備費引
当及び再処理等準備引当金取崩し（貸方）に区分し
て整理する。使用済燃料再処理等既発電準備費に整
理されるものを除く。）及び使用済燃料再処理等既発
電準備費（附則第２条の規定により使用済燃料再処
理等準備引当金の金額に係るものに限る。）に区分し
て整理する。 」

に 、
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第 二 章 中 第 五 節 を 第 六 節 と し 、 第 四 節 の 次 に 次 の 一 節 を 加 え る 。

第 五 節 使 用 済 燃 料 再 処 理 等 準 備 引 当 金 勘 定

（ 積 立 て ）

第 三 十 七 条 事 業 者 は 、 毎 事 業 年 度 に お い て 、 実 用 発 電 用 原 子 炉 の 運 転 に 伴 つ て 生 ず る 使 用 済 燃 料 の

再 処 理 等 （ 再 処 理 等 積 立 金 法 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 再 処 理 等 で あ つ て 、 第 三 十 五 条 に 規 定 す る 再

処 理 等 以 外 の も の を い う 。 ） の 実 施 に 要 す る 費 用 に 充 て る た め 、 当 該 事 業 年 度 に 積 み 立 て る べ き 金 額

を 算 定 し 、 そ の 金 額 を 使 用 済 燃 料 再 処 理 等 準 備 引 当 金 と し て 積 み 立 て な け れ ば な ら な い 。

（ 取 崩 し ）

第 三 十 八 条 事 業 者 は 、 前 条 の 規 定 に よ り 積 み 立 て ら れ た 使 用 済 燃 料 再 処 理 等 準 備 引 当 金 に つ い て 、

特 別 の 理 由 が あ る 場 合 を 除 き 、 当 該 使 用 済 燃 料 再 処 理 等 準 備 引 当 金 を 取 り 崩 し て は な ら な い 。

別 表 第 一 の \ の 表 中 「第38条 」 を 「第40条 」 に 、「流動資産の部 」 を 「流動資産 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 の ] の 表 中 「料金及び 」 を 「料金、 」 に 改 め 、 「よつて販売した新エネルギー等電気相当量
の代金 」 の 下 に 「及び一般電気事業者間において締結された契約（以下「地帯間原子力発電再処理等
準備契約」という。）によつて支払われる原子力発電再処理等準備費用に係る金額 」 を 、「又は事業者以
外の者に対して販売した新エネルギー等電気相当量の代金 」 の 下 に 「及び一般電気事業者との間で締
結した契約（以下「他社原子力発電再処理等準備契約」という。）によつて支払われる原子力発電再処
理等準備費用に係る金額 」 を 加 え る 。

「流動負債の部 」 を 「流動負債 」 に 改 め る 。

別 表 第 一 の ` の 表 中 「料金及び 」 を 「料金、 」 に 改 め 、「地帯間電気相当量売買契約によつて購入し
た新エネルギー等電気相当量の代金 」 の 下 に 「及び地帯間原子力発電再処理等準備契約によつて支払
う原子力発電再処理等準備費用に係る金額 」 を 、「の契約によつて購入した新エネルギー等電気相当量
の代金 」 の 下 に 「及び他社原子力発電再処理等準備契約によつて支払う原子力発電再処理等準備費用
に係る金額 」 を 加 え る 。

別 表 第 一 の e の 表 中「核燃料減損額及び」 を「核燃料減損額、」 に 改 め 、「 （貸方 ） ） 」 の 下 に「及び濃
縮関連費（ウラン濃縮施設の廃止措置の実施又は当該施設の運転に伴つて生じた廃棄物の処理及び処
分に要する費用であつて、核燃料を購入し、又は当該核燃料の加工を受けた後に締結した費用負担に
関する契約によつて支払うものをいう。以下同じ。）」 を 加 え 、

３ 「【代理人】」の欄に記載すべき者が２人以上あるときは、次のように欄を繰り返し設けて記載す
る。
【代理人】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】

【代理人】
【住所又は居所】
【氏名又は名称】

４ 「業務の承継を証明する書面」は、使用特例商標登録出願に係る指定役務に係る業務を承継し
たことを証する書面等とする。
５ その他は、様式第１の備考１から４まで、６、14、15及び26から29まで並びに様式第２の備考
26と同様とする。

〇 経 済 産 業 省 令 第 十 五 号

電 気 事 業 法 （ 昭 和 三 十 九 年 法 律 第 百 七 十 号 ） 第 三 十 四 条 及 び 第 三 十 五 条 の 規 定 に 基 づ き 、 電 気 事 業

会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 十 九 年 三 月 二 十 六 日 経 済 産 業 大 臣 甘 利 明

電 気 事 業 会 計 規 則 の 一 部 を 改 正 す る 省 令

電 気 事 業 会 計 規 則 （ 昭 和 四 十 年 通 商 産 業 省 令 第 五 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

目 次 中 「 第 五 節 費 用 勘 定 （ 第 三 十 七 条 ・ 第 三 十 八 条 ）

第 六 節 雑 則 （ 第 三 十 九 条 ） 」 を
「 第 五 節 使 用 済 燃 料 再 処 理 等 準 備 引 当 金

第 六 節 費 用 勘 定 （ 第 三 十 九 条 ・ 第 四 十

第 七 節 雑 則 （ 第 四 十 一 条 ）

勘 定 （ 第 三 十 七 条 ・ 第 三 十 八 条 ）

条 ）

」
に 、「 第 四 十 条 e 第 四 十 三 条 」 を 「 第 四 十 二 条 e 第 四 十 五 条 」 に 、「 第

四 十 四 条 ・ 第 四 十 五 条 」 を 「 第 四 十 六 条 ・ 第 四 十 七 条 」 に 改 め る 。

第 三 条 中 「 第 五 節 」 を 「 第 七 節 」 に 改 め る 。

第 三 十 五 条 中 「 ） 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 再 処 理 等 を い う 。 以 下 」 を 「 。 以 下 「 再 処 理 等 積 立 金 法 」

と い う 。 ） 第 二 条 第 四 項 に 規 定 す る 再 処 理 等 で あ つ て 、 具 体 的 な 計 画 を 有 す る も の に 限 る 。 次 条 に お い

て 」 に 改 め る 。

第 四 十 五 条 中 「 第 四 十 条 」 を 「 第 四 十 二 条 」 に 改 め 、 同 条 を 第 四 十 七 条 と す る 。

第 四 十 四 条 中 「 第 四 十 条 」 を 「 第 四 十 二 条 」 に 改 め 、 同 条 を 第 四 十 六 条 と す る 。

第 四 十 三 条 を 第 四 十 五 条 と し 、 第 四 十 二 条 を 第 四 十 四 条 と し 、 第 四 十 一 条 を 第 四 十 三 条 と す る 。

第 四 十 条 中 「 第 四 十 三 条 」 を 「 第 四 十 五 条 」 に 改 め 、 同 条 を 第 四 十 二 条 と す る 。

第 三 十 九 条 を 第 四 十 一 条 と す る 。

第 二 章 中 第 六 節 を 第 七 節 と す る 。

第 三 十 八 条 を 第 四 十 条 と し 、 第 三 十 七 条 を 第 三 十 九 条 と す る 。
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